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地方独立行政法人りんくう総合医療センター 

９階職員レストラン運営業務仕様書 
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第１ 総則 

  本仕様書は、事業者が地方独立行政法人りんくう総合医療センター（以下「当セン

ター」という。）９階職員レストラン業務（以下「本業務」という。）の運営にあたり、

当センターが必要とする条件等を定める。 

  事業者が企画提案と本業務を行う際は、本仕様書に記載された全ての内容を満たさ

なければならない。 

 

第２ 使用物件、使用用途、使用期間 

１ 使用物件 

本業務の運営に使用する物件（以下「使用物件」という。）は、下記の 

とおりとする。 

（１）場所  泉佐野市りんくう往来北２番地の２３ 

           地方独立行政法人りんくう総合医療センター 

９階の一部（別図参照） 

    （２）面積等 ３０９.９４㎡ 

 （内訳）客席（職員）８５席 １８５.３０㎡ 

               厨房         １１８.１２㎡ 

               更衣室      ６.５２㎡ 

    （３）設備概要 

    別紙「９階職員レストラン厨房機器一覧表」、「９階職員レストラン備品 

一覧表」参照 

※法令等で設置を義務付けられている設備（誘導等設備、自火報設備等） 

については、当センターが設置する。ただし、備品（消火器等）は含 

まない。 

（４）その他 

        商品・食材の搬入は３・４号エレベーター、残飯等の廃棄物の搬出は 

６号エレベーターを使用すること。 

 

２ 使用用途 

  職員レストラン 

 

３ 使用期間 

   令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

 

第３ 事業者が負担する費用 

１ 売上手数料 

    提案による。 

  ≪参考≫ 
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平成３０年度の売上手数料 年間１０４，４１３円（税抜額） 

    （売上月額１７０万円までは１％、１９５万円までは２％、 

         ２００万円までは３％、２１０万円までは４％ 

         ２１０万円超えは５％） 

 

２ 施設使用料 

本業務の施設使用料は職員の福利厚生として使用するため、施設使用料（賃料） 

は免除とする。 

 ≪参考≫ 

平成３１年度の施設利用料（賃料）年間２７３，６１５円（税抜額） 

 

３ 設備費用 

本業務の開業にかかる費用（設備、備品等の購入費用、既存設備の改修等の費用 

を含む。）、備品等の更新並びに店舗内改装、修繕、模様替えその他、原形を変更 

とする行為などの費用、原状回復に伴う費用、損害費用等は事業者の負担とする。 

 

４ その他必要経費等の負担 

   次に掲げる費用は、全て事業者の負担とする。 

（１）本業務の運営に必要な各種法令に基づく許認可の取得、諸手続き等にかかる 

経費 

（２）光熱水費 

① 電気使用料    使用料の１／２ 

② 地域冷暖房費   使用料の１／４ 

③ 上下水道使用料  使用料の１／２ 

④ 温水使用料    使用料の１／２ 

⑤ ガス使用料    使用料の１／２ 

別途発行する請求書により、当センターの指定する期日までに納めなけれ 

ばならない。 

  ≪参考≫ 平成３０年度 年間合計金額１,４２６,０８１円（税込額） 

（３）電話設置費及び電話代（内線電話の使用は無料） 

（４）清掃、防虫防鼠、消毒等の衛生管理、グリストラップ管理、廃棄物の処分費

等（残飯等の廃棄物の処分費については、レストランを職員等の休憩場所とし

て提供することを本業務の運営にかかる要求水準としているので、別途協議す

ることとする。） 

（５）使用物件の貸付許可以降の厨房機器、什器、備品等の設備にかかる保守、買 

換等の経費 

（６）利用者による設備汚損、破損に対する対応経費 

（７）本業務の運営にあたり、当センター又は利用者に損害を与えた場合の損害回
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復及び賠償経費 

（８）使用物件に係るセキュリティー経費 

（９）事業者の責めによる使用物件施設・設備・備品の破損に係る修繕費 

（10）賃料、光熱水費等を納める際に振込手数料が必要な場合は、その費用 

（11）その他使用物件の維持保存及び本業務の運営のため通常必要とする経費 

 

第４ 運営条件（要求水準） 

  事業者の企画提案は、企画提案書類にその内容の記載を求めるが、病院内の施設で

あるということを念頭に、入院・外来患者、来院者及び職員の利用並びに当センター

の業務に支障がないように営業を行うこと。当センターの定める要求水準は次のとお

りとする。 

 １ 使用物件の運営 

   提案による。 

 

２ 営業日及び休業日 

提案による。ただし、診療日における営業は確保しなければならない。なお、営

業できない特別な理由があり、かつ当センターの承認を得た場合はこの限りでない。

また、年末年始の営業については、別途協議するものとする。 

※契約期間中に事業者の責において営業を停止した時は、１日３０，０００円を上

限として事業者に請求するものとする。 

≪参考≫これまでの営業及び休業日 

職員レストラン営業日 月～金曜日（祝日・１２月２９日～１月３日除く） 

 

３ 営業時間 

提案による。ただし、年末年始を除き、１１：００～１４：３０の時間帯におけ

る営業は確保しなければならない。なお、消灯時刻の２１：００を超えての営業時

間の延長は、当センターとの協議によるものとする。また、当センターが必要と認

めた時は、営業時間の延長を依頼することがある。 

≪参考≫これまでの営業時間 

職員レストラン  診療日（月～金）  １１：００から１４：３０まで 

 

４ 営業許可等 

本業務の運営に必要な各種法令に基づく許認可の取得、有資格者の配置、諸手続

き等は事業者が行うものとする。 

 

５ 従業員等 

  （１）事業者は、本業務の運営に必要な従業員（以下「従業員」という。）を適正

に配置し、その従業員の風紀、衛生、厚生、規律等について、一切の責任を負
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うものとする。 

（２）事業者は、その従業員に関わる労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安

定法、雇用保険法、その他関係法令を遵守し、その義務及び責任の全てを負う

ものとする。 

  （３）事業者は、従業員には病院内の業務であることを自覚させ、清潔感ある身な

りで本業務にあたるとともに利用者に対して癒しのある接客対応に努めさせ

ること。また、事業者はこれを遂行するために積極的な接遇研修の啓発、実施

に努めること。 

 

６ 主任者 

本業務の運営にあたっては、調理師の資格を有し、レストラン経営及び食品衛生

上の管理を行う者を主任者として選任して常勤させること。 

 

７ 職員等の休憩場所 

   事業者は、職員レストランを職員等の休憩場所として提供し、また、お弁当等の

飲食物の持ち込みを可とすること。 

   現在は、職員レストランを休憩場所としている。 

 

８ メニュー及び価格 

   提案による。ただし、メニューは、次の条件を満たすことを前提に常識的な範囲

で提案し、価格提案についても、市場価格を踏まえた適正な価格及び社員食堂とし

ての標準的な価格を考慮すること。 

なお、メニュー及び価格を変更する場合は当センターと別途協議するものとする。 

（１）利用者の要望に応えられる豊富なメニュー、日替わりメニュー等を提案する

こと。 

  （２）栄養成分（エネルギー、塩分等）の表示及びアレルギーに関する表示を行う

こと。 

（３）提供数量を適切に把握し、利用者に支障をきたさないこと。 

（４）地場産品を提供するよう努めること。 

（５）冷凍食品を多用しないこと。 

（６）酒類、その他当センターが療養に適さないと判断するものを提供しないこと。 

 

９ 衛生管理 

 従業員及び使用物件全体の衛生管理には注意を払い、次の条件及び保健所の衛生

基準を満たすこととする。なお、以上の措置にかかる費用は事業者の負担とし、ま

た、これらにおいて発生した問題等についても事業者の負担と責任において対処す

るものとする。 

（１）仕入れ商品については、安全性等信頼できる業者から仕入れ、事故防止に努
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めること。なお、販売商品の瑕疵には担保責任を負うこと。 

（２）従業員に対し、健康診断を年１回、検便を定期的（４～９月：２回／月、１

０～３月：１回／月）に実施し、その結果を書類により当センターへ報告し、

院内感染防止対策を講じなければならない。なお、検便検査には、赤痢、サル

モネラ及び腸管出血性大腸菌（Ｏ－１５７、Ｏ－２６、Ｏ－１１１）を含める

こと。 

 

10 環境衛生 

本業務の運営に伴い発生する廃棄物は事業者の責任において適正に処理すること。

なお、食品循環資源の再利用等の促進に関する法律（平成 12年法律第 116号）に基

づき、食品循環資源の再利用を行うこと。また、ゴミ箱の設置等について、院内の

美観及び衛生環境に十分な配慮を行うこと。 

 

11 厨房機器・什器備品 

   貸付許可時における厨房設備等の管理は、一部を除き原則として事業者に引き継

がれるものとする。なお、本業務の運営に要する厨房機器等のうち、別紙「第

２．１使用物件（３）設備概要」に示すものは、当センターが用意するものを

使用することができる。また、事業者が別に厨房機器等を設置する時は、あら

かじめ当センターの承認を得なければならない。 

 

12 内装 

   客席、厨房等の内装は、当センターで施工したものを利用することができる。な

お、追加の内装（装飾を含む。）工事があるときは、あらかじめ図面等の書類を当

センターに提出し承認を得なければならない。 

 

13 売上実績の報告 

  事業者は、別に定める日までに毎月の売上実績を当センターに書面で報告を行う

こと。 

14 公告、看板等 

当センター外部への公告活動、看板等の設置は行わないこと。 

 

15 従業員用駐車場 

   従業員等の駐車場は事業者の負担で用意すること。なお、当センターから１台あ

たり月額３,０００円（税抜額）での貸与可（阪神高速道路下従業員用駐車場に空

枠がある場合に限る。） 

  

16 材料の搬入 

   設備、仕入れ材料等の搬入については、当センターが指定する時間帯や経路に従
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うこと。また、短時間での搬入・搬出等は地下１階搬入者用駐車場の使用を月額１，

０００円、年額１２，０００円（税抜額）を一括請求にて許可する。 

 

17 その他本業務の運営全般に係る遵守事項 

（１）当センター敷地内は全面禁煙としているので、使用物件内においても禁煙と

すること。 

（２）病院内の施設であるので、入院（外来）患者、来院者及び職員の利用並びに

当センターの業務に支障がないように営業を行うこと。 

（３）パーティー・宴会等の目的で客席の全部又は一部を特定の人に占有させる営

業行為は行わないこと。ただし、「第４運営条件（要求水準）３営業時間」に

示す最低確保すべき営業時間外であり、かつあらかじめ当センターの承認を得

た場合はこの限りでない。 

  （４）使用物件施設で調理しての院外への仕出し営業を行わないこと。 

  （５）食品衛生法、当センターの管理上の諸規則その他関係法令を遵守すること。 

  （６）当センターが主催する防災訓練や研修会への参加を要請した場合は、対応す

ること。 

  （７）本業務は、事業者が直接、経営するものとし、その権利を第三者に譲渡又は

転貸しないこと。 

  （８）使用物件は、第三者へ譲渡及び転貸しないこと。 

  （９）利用者からの要望、苦情等については、誠意をもって対応し、その内容及び

対応状況を遅滞なく当センターに報告すること。 

  （10）営業時間、メニュー、サービス等の運営条件について改善すべき事由が生じ

た場合には、当センターと協議し、速やかに必要な措置を講じること。 

  （11）災害、事故等が発生した場合若しくは発生するおそれがある場合又は本業務

の遂行に支障をきたすような重大な事態が発生した場合は、直ちに必要な措置

を講じるとともに関係機関及び当センターに遅滞なく報告すること。 

（12）本業務における事業撤退の際には、次の事業者への引き継ぎに協力すること。 

（13）従業員の採用にあたっては、再就職を希望する既設レストランの従業員につ

いて、出来る限り配慮すること。 

（14）その他本仕様書に定める事項のほか、本業務の運営に関し必要な事項は、そ

の都度、当センターと協議すること。また、本業務の運営に関する事項を変更

するときは、あらかじめ当センターの承諾を得なければならない。 

 

第５ 自由提案 

１ 本仕様書に記載された業務のほか、職員の福利厚生の充実並びに効率的な運営に

資する業務の概要、サービスを提案すること。 

２ 本仕様書に記載された業務を実施できない場合は、その代替手段、運用案等を提

案すること。 


